
報告第２号 

   岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総

合事務組合規約の一部変更の協議に関する専決処分の報告について 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第10号の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により、

これを報告する。 

  令和４年２月１日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    



別紙 

専決処分書 

 令和４年３月 31 日をもって陸前高田市及び大船渡市営林組合が解散することに伴い、岩

手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村

総合事務組合規約を別紙のとおり変更することの協議に関し、市長専決条例（平成 17 年一

関市条例第 217 号）第２条第 10 号の規定により、専決処分する。 

 令和４年１月 17 日 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

   岩手県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 岩手県市町村総合事務組合規約（平成元年岩手県指令地方第145号）の一部を次のように

変更する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

盛 岡 地 区 広 域 消 防 組 合

釜 石 大 槌 地 区 行 政 事 務 組 合

岩 手 沿 岸 南 部 広 域 環 境 組 合

宮 古 地 区 広 域 行 政 組 合

岩 手 県 沿 岸 知 的 障 害 児 施 設 組 合

一 関 地 区 広 域 行 政 組 合

大 船 渡 地 区 消 防 組 合

大 船 渡 地 区 環 境 衛 生 組 合

奥 州 金 ケ 崎 行 政 事 務 組 合

北 上 地 区 広 域 行 政 組 合

北 上 地 区 消 防 組 合

岩 手 中 部 広 域 行 政 組 合

岩 手 中 部 水 道 企 業 団

 二 戸 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合

岩 手 ・ 玉 山 環 境 組 合

矢 櫃 山 造 林 一 部 事 務 組 合

盛 岡 北 部 行 政 事 務 組 合

盛 岡 地 区 衛 生 処 理 組 合

滝 沢 ・ 雫 石 環 境 組 合

盛 岡 ・ 紫 波 地 区 環 境 施 設 組 合

岩 手 県 自 治 会 館 管 理 組 合

岩 手 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合

気 仙 広 域 連 合

久 慈 広 域 連 合

岩 手 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

別表第２中「陸前高田市及び大船渡市営林組合、矢櫃山造林一部事務組合」を「矢櫃山

造林一部事務組合」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 



報告第２号 参考資料 

岩手県市町村総合事務組合規約 新旧対照表 

（関連部分抜粋、下線部分は変更部分）

変更前 変更後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

盛岡地区広域消防組合 

釜石大槌地区行政事務組合 

岩手沿岸南部広域環境組合 

宮古地区広域行政組合 

岩手県沿岸知的障害児施設組合 

一関地区広域行政組合 

大船渡地区消防組合 

大船渡地区環境衛生組合 

奥州金ケ崎行政事務組合 

北上地区広域行政組合 

北上地区消防組合 

岩手中部広域行政組合 

岩手中部水道企業団 

陸前高田市及び大船渡市営林組合 

二戸地区広域行政事務組合 

岩手・玉山環境組合 

矢櫃山造林一部事務組合 

盛岡北部行政事務組合 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢・雫石環境組合 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

岩手県自治会館管理組合 

岩手県市町村総合事務組合 

気仙広域連合 

久慈広域連合 

岩手県後期高齢者医療広域連合 

別表第２（第３条関係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

１ 常勤の職員（市町村立学校職

員給与負担法（ 昭和23年法律第

135号）第１条及び第２条に規定

する職員を除く。）に係る退職

手当の支給に関する事務 

組合市町村（盛岡市を除く。）及び

一部事務組合等（陸前高田市及び大

船渡市営林組合、矢櫃山造林一部事

務組合、盛岡地区衛生処理組合、滝

沢・雫石環境組合及び岩手県後期高

齢者医療広域連合を除く。） 

盛岡地区広域消防組合 

釜石大槌地区行政事務組合 

岩手沿岸南部広域環境組合 

宮古地区広域行政組合 

岩手県沿岸知的障害児施設組合 

一関地区広域行政組合 

大船渡地区消防組合 

大船渡地区環境衛生組合 

奥州金ケ崎行政事務組合 

北上地区広域行政組合 

北上地区消防組合 

岩手中部広域行政組合 

岩手中部水道企業団 

二戸地区広域行政事務組合 

岩手・玉山環境組合 

矢櫃山造林一部事務組合 

盛岡北部行政事務組合 

盛岡地区衛生処理組合 

滝沢・雫石環境組合 

盛岡・紫波地区環境施設組合 

岩手県自治会館管理組合 

岩手県市町村総合事務組合 

気仙広域連合 

久慈広域連合 

岩手県後期高齢者医療広域連合 

別表第２（第３条関係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

１ 常勤の職員（市町村立学校職

員給与負担法（ 昭和23年法律第

135号）第１条及び第２条に規定

する職員を除く。）に係る退職

手当の支給に関する事務 

組合市町村（盛岡市を除く。）及び

一部事務組合等（矢櫃山造林一部事

務組合             

   、盛岡地区衛生処理組合、滝

沢・雫石環境組合及び岩手県後期高

齢者医療広域連合を除く。） 


